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樹正澤長

発達障害のある子どもの教育を保障する道具

― 特別支援教育における個別の教育支援計画と

個別の指導計画の在 り方一

I 問 題

ll統 合教育と個別教育計画 (アメリカの現状)

アメリカでは,障 害のある人の教育法 (the 1997

1DEA alnendments, the 2004 arnendments to

DEA,以 下 IDEA'97,IDEA'2004と 略す)や ,ひ

とりの落ちこばれも作 らない教育法  (No Child

Lei・Behind Acts,以下 NCLBAと 略す)に より,

統合教育がよりいつそ う推進 した (Lipsky,2005;

Simpson&Yocom,2005)。 アメリカの統合教育の

主な特徴 として,制 約最小の環境におかれる権利や

教育サービスの連続体の保障 (Taylor,2004),全

ての生徒が通常のカ リキュラムに容易にアクセスで

きること (Consider children with disabilities as
`general education children irst)で

あつた

(Clayton,Burdge,Denham,Kleinert&Kearns,

2006)。例えば Claytonら (2006)は,重 度知的障

害のある生徒が通常のカ リキュラムにアクセスする

ための 4つ の過程 (実態把握,長 期 目標設定,学 習

活動の選択,学 習活動ごとの具体 目標の設定)を 示

した。 このことは,ア メリカが完全なる統合教育を

めざしていることを意味する。完全なる統合教育を

推進するために,学 習におけるユニバーサルデザイ

ンや教師間の協働作業などを取 り入れた推進 モデ

ルが提案 された (Voltz,Sims,Nelson,&Biven

s,2005)。全ての生徒が通常のカ リキュラムにアク

セスできるようにする考え方 ・方法である,学 習に

おけるユニバーサルデザイン (Universal Design

for Leaming)とは,教 師による提示方法の多様性 ,

子どもの表現の多様性,学 習活動への参加手段の多

様性 (学習活動への参加手段の多様性 (McGuire,

ScOtt&Shaw,2006)を 保障することである。

DEA'2004に より強調されたことは次の通りで

あつた (Lipsky,2005)。①教育の結果 (成果)の

重視 (Focus on result,not procёss),②通常の学

級で教育を受けられない生徒へ代わりのアセスメン

トの提供,③ 読み書きに困難を示す生徒への予防的

措置 (Em b r a c e  a  m o d e l  o f  p r e v e n t i o n , n o t  a

model of failure),④教師の役割の重視と質の高い

教員の採用 (養成),⑤教育に対する保護者の積極

的参加機会の保障,⑥個に応じた教育計画の作成

(個別教育計画,以下IEPと略す),⑦関連サービ

スの提供 (Universal Design for lnstructio意

味する)。NCLBAに より強調されたことは,①学

校当局の説明責任の明確化,②信頼性のあるプログ

ラムの採用,③ 客観的な評価に基づく教育の成果

(Baker&Gulley,2004;Yell, Katsiyannas,&

Shiner,2006)であつた。

位頭 (2004)はアメリカの統合教育の成果につい

て,教 育環境,教 育効果と評価,教 職員保護者の意

識の変化,重 度障害への対応の実態などについて報

告 した。また,長 澤 (2005)は統合教育推進の条件

として以下の通 り述べた。①通常常学級担当教師プ

ラス特殊教育担当の専門教師による学級運営 (教員

の可配),②適正な通常学級の児童生徒数 (クラス

のダウンサイジング),③児童生徒一人一人の特性

にあつた教育を実施するための教員の資質向上と訓

練 (研修会の開催,専門性のある教員養成),④専

門家による知識や技術の提供 (スクールコーディネー

ター,学 校心理士,臨 床心理士,医 師, ソーシャル

ワーカーなど),⑤教師間の協力とティームティー

チングの推進 (多様な指導形態),⑥物理的環境条

件の整備 (スロープの設置など子どもの特性にあつ

た教室の整備),③教育を受ける権利などのアドボ

カシー (擁護活動),⑨統合教育を推進する財源の

確保などの行政による強力なバックアップ (補助金2006.9.21 受 理
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交付方式の見直しなど),⑩保護者とのパー トナー

シップ (連携),⑪校内の協力体制,管 理職の積極

的参加 (校内委員会の設置)。

さらに,補 助教員の導入とそのための研修に関す

る研究i(Broer,Doyle,&Giangreco,2005;Devlin,

2 0 0 5 ; E t s c h e i d t , 2 0 0 5 ) ,全ての生徒にとつてわか

りやすい授業,教 授法に関す る研究 (Mc G u i r e ,

S c o t t & S h a w , 2 0 0 6 ) ,さ まざまなテス トやアセス

メン ト実施へ の配慮 に関す る研究 (Th u r l o w ,

Lazarus,  Thompson,Morse,2005;Ysseldyke,

Nelson,  Christenson,  」 ohnsOn,  Dennison,

Triezenberg,Sharpe,&Hawes,2004)な どが報

告された。

2.IEPに ついて :通常の教育を保障する契約書

IEPと は,「障害児の保護者 と教育当局が,障 害

児教育の提供について取 り交わす契約のようなもの

で,(中 略)年 間 (短期を含む)の 教育 目標,提 供

される 『関連サー ビス』,通 常教育との交流や統合

の有無などを記述」(清水,1997)す る文書である。

従つて,わ が国の養護学校で見られる個々の児童生

徒を対象として作成する教育計画というより,就 学

指導に関わる判定資料に近い。IEPの 様式は州によつ

て様々であるが,教 育措置や関連サービスなどを明

記 した全体サービス計画 (Total Service Plan)と,

長期 目標を達成するための具体的な指導計画を明記

した個別実施計画  (Indi宙 dual lmplementation

Plan)と により構成 されている (河合,1997)。

IDEA'97に よる個別教育計画の役割 として,以

下のことが強調された。

(1)障 害の種類 と程度の表記を,統 合教育実施の

観点から記述すること

そのために通常のカ リキュラムで,他 の生徒 と同

じ公教育が保障されるための条件を具体的に記述す

ることが求められた。             ・

(2)統 合教育を推進するために,統 合教育を実現

するための手だてを可能な限 り検討すること

そのために,以 下の4点 を具体的に検討すること。

①環境整備や移動手段の保障などの物理的な次元

(the physical dimension),②イ固々に対応 したカ リ

キュラムの作成や機器の使用などの指導的な次元

(the instructional dimensiOn),③セルフマネージ

メン トや ピアサ ポー トな どの社会 ―行動的次元

(the social―beha宙oral dimension),④ 通常教育担

当教師と特殊教育担当教師によるコーチングなどの

協調的次元 (the collaborat市ё dimension)。 また ,

子どもの障害や能力を肯定的に捉えるアセスメン ト

の工夫が求められた (Allinder&Siegel,1999)。

(3)短 期 目標だけではなく,長 期 目標に関 しても

達成基準を明確にすること

Yell,&Drasgow(2000)は ,IEPが 公教育と総

合教育を保障する唯一の公文書であり,EP作 成に

関 しては親の権利を尊重すること,統 合教育の可能

な限 りの保障,そ のための補足的な援助と支援を明

確にすることを述べた。 さらに統合教育が困難な場

合,そ の理由を説明す ること (説明責任),効 果が

確認されている指導プログラムを使用すること,デ ー

タを収集 し指導の効果を証明することを強調 した。

3.特 別支援教育と個別の教育支援計画 (わが国の

現状)

文部科学省は,「今後の特別支援教育の在 り方に

ついて (最終報告)」(2003),「特別支援教育を推進

するための制度の在 り方について (答申)」(2005)

により,特 別支援教育の在 り方を報告 した。長澤

(2004)に よる特別支援教育の基本理念は以下の通

りである。

(1)障 害の種類や程度により就学の場を決定する

のではな く (まず通常学級に入れることを前提
'

に考え),子 どものニーズに基づ く支援を検討

する

(2)障 害の克服や改善という視点だけではなく,

いかに支援するかという視点に立つ

(3)こ れまでの特殊教育の対象となつていた児童

生徒だけではなく,軽 度発達障害の児童生徒等,

支援を必要とするすべての子どもを対象とする

0)小 。中学校の特殊学級や盲 ・聾 ・養護学校等

の利用可能な人的 ・物的資源を弾力的に活用す

る

(5)教 育の場を固定 したものと考えるのではなく,

児童生徒の実態等に応 じて弾力的に教育の場を

用意する

(6)就 学指導は地域の実情をふまえ, 自己決定 ・

自己責任の原則の下で推進する

ところで,新 障害者基本計画 (厚生労働省,2003)

では,障 害者の社会への参加や参画に向けた施策の

一層の推進を図ることを 目的に,障 害者一人一人の

二一ズに対応 して総合的かつ適切な支援を行 うこと

を基本方針 としつつ,乳 幼児期から学校卒業後まで

一貫 して計画的に教育や療育を行うこと等が示され

た。そのための具体的な施策として個別の教育支援

計画 (以下,IESPと 略す)が ある。IESPと は,
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障害のある子どもにかかわる様々な関係者 (教育,

医療,福 祉等の関係機関の関係者,保 護者など)が

子どもの障害の状態等にかかわる情報を共有化 し,

教育的支援の目標や内容,関 係者の役割分担などに

ついて計画を策定するもの (文部科学省,2003)で

あ り,IEPに 近 い。 い つぼ う,個 別の指導計画

(ITP)と は,児 童生徒一人一人の障害の状態等に

応 じたきめ細かな指導が行えるよう,学 校における

教育課程や指導計画,当 該児童生徒の個別の教育支

援計画等を踏まえて, より具体的に児童生徒一人一

人の教育的ニーズに対応 して,指 導 目標や指導内容。

方法等を盛 り込んだものである (文部科学省,2003)。

近年,特 別支援学校での実践を中心に,IESPに

かんするさまざまな取 り組みの現状 (目的 。様式 ・

内容 。作成手続き 。実例など)が 紹介されている。

例えば,長 澤 (2004)は ,通 常のカリキュラムにア

クセスするための IESPを 紹介 した。また,「発達

の遅れ と教育 (現特別支援教育研究)」は,「特集

『実践集 個 別の指導計画』」(2002),「教育支援ツー

ル ? 個 別の教育支援計画」 (2003),「特集 『今始

まる個別の教育支援計画』」(2005)な どで実践例を

紹介 した。また,全 国特殊教育学校校長会 (2005)

は,平 成16年度文部科学省委嘱 「盲 ・聾 ・養護学校

における 『個別の教育支援計画』に関する実施研究

事業 (報告書)に より,IESPに ついて くわ しく解

説 した。さらに,社 会福祉法人全国心身障害児福祉

財団 (2006)は ,特 別支援教育 コーディネーターの

ための 「個別の教育支援計画」ガイ ドブックにより

IESPを 解説 した。IESPや ITPに かんす る論文で

は,森 崎 (2005)が ,肢 体不自由養護学校における

個別移行支援計画に関連 した取 り組みとして,個 別

の指導計画と支援計画を紹介 した。海津 (2005)は ,

個別の指導計画作成に対する教師支援の在 り方を検

討 した。

4.能 力に応 じた教育を受けるという問題解決のた

めの手段としてのIESP

特別支援教育は障害者観のパラダイムシフ ト「障

害は欠陥ではなく支援」に基づき,通 常の教育を保

障する教育といえる。教育基本法第 2条 に,「その

能力に応ずる教育をうける機会を与えられなければ

ならない」と書かれている。 「能力に応ずる教育」

とは法的には義務教育であ り,学 校教育法に明記 さ

れた教育である。また, ノーマ リゼーションの基本

原理である 「障害があって も同 じ生活条件で生活す

ることが当た り前である」 ことから,教 育を受ける

権利 ・権利の保障といえる。言い換えれば,教 育を

受けられないという 「社会的不利」を被らないよう

にすることが重要であり,社 会的不利の克服 という

問題解決のための手段として IESPを 位置づけるべ

きである。

H 問 題解決をめざすIESPと ITP

問題解決のための手段としての IESPの 具体的な

作成手続きは次の通りである。

(1)カ リキュラムの選択

児童生徒のニーズにあつたカリキュラム (教

科中心のカリキュラム,領 域教科を合わせた指

導中心のカリキュラム, 自主活動中心のカリキュ

ラムなど)を 選択する。

(2)現 機能分析とニーズの調査

① 目標設定

アセスメントとニーズ調査から,生 徒が現

在 「できる」行動,「できそう」な行動,「で

きない (けれどニーズがある)」行動に分析

する。

② 指導目標の設定
「できそ う」な行動を短期 目標に設定 し,

ITPを 作成する。

(3)支 援内容の選択

「できそ う」な行動,「できない」行動につ

いて必要な支援を検討 し,IESPに まとめる。

以上のことを具体化 した実践例を紹介する。

1.重 度重複障害のある子どものIESP(表 1)

自立活動の中の 「身体の動き」に限定 した。現在

できること (キ),少 しの指導でできそうなこと (*ホ),

現在は困難なであるがニーズあること ・内容 (**十)

に分けて分析 し,少 しの指導でできそ うなことを指

導 目標 とした (両手を支えられて30メー トル歩 く)。

つぎに, 日標の指導に必要な支援 (tt),ニ ーズの

ための支援 (摯
**)を

設定 した (両手を支える,歩

行器 ・車椅子の使用,ホ ームヘルパニの派遣)。

指導 目標について,生 態学的アプローチ (Kaiser,

1993)に 基づ き, 日常生活場面におけるニーズと

指導可能性を検討 し,ITPを 作成 した (表2)。 特

徴は, 日常生活場面で,可 能な場面を使用 しての訓

練の機会を確保 したこと,子 どもにかかわる大人が

積極に参加 したこと,指 導者としての役割 と責任を

明確に したことであつた。
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2.中 度知的障害 (自閉症)の ある子どものIESP

表 3は 機能的カ リキュラムに基づ く知的障害を対

象とした ITPで ある (長澤,1997)。機能的カリキュ

ラムとは, コミュニケーション,身 辺 自立,家 庭生

活など,社 会自立につながる領域で構成される。表

3は コミュニケー ションの領域にかんする ITPで

ある。

3.軽 度発達障害のある子どものIESP(表 4)

軽度発達障害の生徒のカ リキュラムは,一 般的に

通常のカ リキュラムが適用 される。ただ し,特 別な

指導として自己管理や対人関係の指導が必要とされ ,

通級指導教室で対応 している。表 4の 「算数」では,

「繰 り上が りのある一の位の足 し算をする」が指導

目標であり,そ のための支援 (計算支援 シー ト:自

作教材)と ,生 徒のニーズにあつた支援 (買い物の

時に電卓を使用する)が 書かれている。

ところで,IEPを 作成する場合,IEP作 成会議へ

の本人参加と自己決定, 自己決定できるためのエン

パワメン トが重要だと指摘 された (Van Dycke,

Martin,&Lovett,2006)。 このことをふまえ, 自

己管理の領域について自己解決により目標設定 した

(表4の 「自己管理」)。
**十*は

, 自分で考えた 目

標である。ここで使用 した自己解決法による目標設

定方法は,「 5つ の
“
S"に よる自己解決法 (図1)」

である。これは自己管理における問題の自己解決を

支援する方法である。以下にその過程を示 した。

(1)気 持ちを受容する

遅刻 して教師や親から叱 られることにうんざりし

ていることを受容する

(2)問 題を客観的に認識できるよう支援する

問題過程を視覚化 (問題のきっかけ,本 人の気持

ち,本 人がとつた行動とその結果を, フローチャー

トなどを使つて視覚的に表現すること)す る。例え

ば,遅 刻する過程を,夜 更か し→一人で起きられな

い→学校の準備が間に合わない,の ように分析 し,

見て確認できるよう視覚化する。

(3)目 標を自己選択できるよう支援する

ひとりで起きることができるためにできそ うなこ

とをい くつか提案 し, 自己選択を促す。ここでは,

「目覚ま しをセ ットする」を選択 した。

←)実 行 した結果を自己評価 。自己強化できるよ

う支援する

目覚ま しをセ ットできたかどうか,毎 日自分

で評価する。

(5)さ らなる目標のステ ップアップを図る

第 9巻 第 2号

指導者は目覚ましをセットできたことを誉め,

さらにできること (次の目標)を 本人に考えて

もらう。

図 2は Person Centered Planning(以 下,PCP)

による不登校生徒への取 り組みを示 した (長澤,

2005)。PCPは ,統 合教育実現のための支援決定,

学校教育への家族参加の促進,就 労に向けた移行決

定などに広 く活用 されている (Menchetti Garcia,

2003)。具体的な手続きは以下の通 りであつた。

(1)領 域ごとに長期 目標をきめる (昼休み,教 室

で友達と雑談する)

(2)領 域 ごとに現在の自分の状態を把握する (相

談室登校)

(3)領 域 ごとに,現 在の自分の状態から容易にで

きる短期目標をきめ (保健室で友達と雑談する),

必要な支援を決定する (保健室で教師が仲介す

るなど)

←)短 期 目標の達成に従い,短 期 目標を長期 目標

に近づけ (相談室で友達 と雑談する),必 要な

支援を決定する (相談室で教師が仲介するなど)

PCPに よる不登校への取 り組み も,基 本的には

「5つ の
“
S"」 と同 じ考え方に基づいている (現

状の認識, 日標の自己選択, 自己評価,ス テップアッ

プ)。本人の現状を具体的に分析 し,本 人のユーズ

にあつた解決方法を本人が参加 して検討 し,必 要な

支援を決定する方法である。

PCPに よる取 り組みをまとめた ITPを 表 8に 示

した。

4.通 常の教育へのアクセスを目的とした個別の指

導計画 (授業計画)

通常の学級における通常のカリキュラムに基づき,

多様なニーズのある子どもの教育を保障するために

は,そ れぞれのニーズに応 じた学習内容と支援を準

備 す る こ とが 必 要 で あ る。 そ の 例 と して ,

Garderen,&Whittよ er(2006)は ,以 下の手続き

を紹介 した。

(1)子 どもの特性に合わせた指導方法の検討。

①内容 (何を教えるか),②過程 (習得のため

の手続き。過程),③教材教具 (習得するため

の教材教具),④心理的支援 (クラスの状況や

考えの理解),⑤学習のための環境整備

(2)学習のためのユニバーサルデザインの検討。

①学習内容理解のための支援 (複数の例を提示

するなど),②学習内容理解のための方略的支

援 (音声認識ワープロの使用など),③学習の
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計 画導指の層Jイ固

児童名 A児 領  域   : コ ミュニケー シ ョン

児童 の実態 と親 のね が い 長  期  目  標 動行的標

欲 しいものがあると身振 リサインで要求

することがある。          ‐
「『はい』と言つてご覧」などの指示で

[hi:]の発声がある

身振 りを交えた簡単な指示に従 う。

親はことばで自分の気持ちを伝えられる

ことを希望 している。

自分で意思をことばで伝えるこ

とができるようにする。

① 声をだくさん出す。
② [a:][ha:][ma:]などの

音声を出す。

③ 欲 しいものを [a:]などの発
声で要求する。

短 期 目 標 指 導 場 面 指 導  者 評 価 日 法方導指

① シ ーソーに乗つ

たとき,声 を出す。
5分 間乗つている
うち15回から20回。

教師のモデルを

模倣 して [a:]

[ma:]と 発音す

る。10回指導 した

うち9回 正 しく模

倣すること。

おもちゃなどを

音声を自発 して要

求する。全要求行

動の80%を音声で

要求すること。

②

③

自由時間

国語 :教室

生活単元学習
「スライムを

作ろう」 :教

室

日常 生 活 全

般 :学校内

生活単元学習
「買 い物 学

習」 :教室

担任

副担任

教科担任

副担任

担任

副担任

担任

副担任

指導開始
4/22

評 価
5/31

指導開始
4/30

評 価
6/21

指導開始
4/30

評 価
7/10

指導開始

5/7

評 価

5/31

指導開始

5/7

評 価
7/10

指導開始
6/5

評 価
6/14

-1 生 単や教科などの学習以外の場面で,

自分から声を出したときはどんな声でも誉め

てくすぐる。

-2 シ ーソーにのせたとき声を出したらど

んな声でも10秒間揺らすb指 導時間は5分間。

2-1 教 師の後継を注目させ,喉 を軽く押 し

て [a]の 発声を促す。

2-2 教 師が口を開いたり閉じたりして口元

に注目させる。 [n]の音から[nlna],[ma]
と導 く。

3-1 ス ライムをこねたり容器に入れたりし

て遊ばせる。そのとき細 く伸ばしたスライム

を見せ [a:]の発声を促す。声を出したらス

ライムを与える。

3-2 A児 がほしがるおもちゃを箱に入れ,

棚の上に置 く。発声により要求 したときにお

もちゃを与える。それ以外の要求行動には

「[a:]と言つてご覧」という手がかりを与

える。

3-3 買 い物学習の時,声 を出して自分の欲

しいおもちゃを要求する。  .
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図 1 自 己解決の指導方法 5つ の
“S"
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図2 不 登校の問題解決をめざすPCP
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ための心理的支援 (学習内容の自己選択など)  と する人にかかわるすべての人によるチームアプロー

Garderen,&Whittaker(2006)の 手続きに従い  チ (人的支援)に より実施される。本人のニーズに    

(一部修正),「社会科」の授業計画を表 5の ように  あ つた支援が確実に効率よく実施するための道具が    

示 した。手続きと内容は次の通りであつた。  ・   IESPと ITPと いえる。

(1)学 習活動 :本時の主な学習活動を書く      IESPや ITPが 役に立つ道具として機能するため

(2)支 援を必要とする生徒 :生徒の実態を書く   に は,多 くの課題が考えられた。課題を以下に示した。

(3)支 援を必要とする生徒のための学習内容と支

援 :カ リキュラムの修正,教 授方法の工夫,学   1.計 画作成から評価,見 直しのサイクルが実行さ

習環境の整備などの支援内容を書く        れ ているか ?                     1

0)該 当活動番号 :各支援ごとに,支 援を必要と   IESPは ,「策定」 「実施」 「評価」の手続きに    

する学習活動の番号を書 く           よ り成 り立つ (石塚,2005)。 しかし,現 在は 「い

同じように長澤 (2006)は ,一 斉授業の中の個別  か に作成するか」が中′心となり評価まで至つていな

支援として,児 童のニーズに応じて目標を3つ のコー  い (海津,2005)。 カ リキュラムに基づ く浪1定    

スとして設定 し同じ学習活動で違う学習内容を準備  (Deno,2003)な ど,教 育現場で使用 しやすい方

する方法を紹介した (表6)。 これにより通常の学  法 を採用し,客 観的評価の実施が求められる。

鶴 の一斉指導でも,異 なるニーズを持つ子どもが一                              (

緒に学習することを保障できる。           2.ど こで誰が作るのか ?                |

[ESPは 学校などの教育機関が中心となつて策定

5.問 題行動のある生徒のITP           す ると定められている。しかし,関 係機関との連携,    

問題行動のある生徒への対応として,応 用行動分  関 係機関の支援,教 育措置に関する事項などを考え    

析によるABC分 析,機 能分析が知られている (長  る と,学 校だけでの策定には限界がある。特別支援    

澤,2005)。 さらに,COMPASに よる支援 (長澤,  連 携協議会の役割,就 学指導委員会の役割,校 内委

2005)と して,問 題行動にかわる行動の強化,チ ー  員 化の役割を明確にし,連 携 して策定することが望    

ムアプローチ, 日常生活場面での指導,個 別の指導  ま しい。例えば,地 域の連携協議会がIESP策 定の  「

計画の作成と共有などが知られている。ABC分 析  責 任の主体となり,IESPの 具体的な内容は校内委

から問題行動への対応を件とした ITPを 表 7に 示  員 会で検討すること,教 育相談センターや特別支援    

した。望ましい行動 (問題を解 く,わ からないとき  学 校が各学校での IESP策 定を支援することなどが    

聞く),望 ましい行動が出きるための先行条件の工  考 えられた。                      |

夫,望 ましい行動への強化スケジュール,問 題行動                              |

への対応が設定され,学 校生活の必要な場面すべて  3.誰 が参加するのか ?

で指導する (生態学的アプローチ)方 法が採用され   IESPは 保護者の参画が原則である。 しかし現状

ている。                      で は計画の段階から保護者が参画するというより,

保護者の意見を採り入れ,イ ンフォームドコンセン

Ⅲ 考 察                   )を
はかりながら作成 している。IESPの 趣旨を考

ぇると,作 成会議に保護者が出席することが望まし

ノーマリゼーションとは,障 害があっても障害の  い 。可能であれば本人の出席も検討すべきである。     

ない人と同じ生活条件で生活することが当たり前で  そ の際,保 護者や本人の権利を守るための支援者の

あり権利であるという理念である。通常の環境とは,  同 席も必要であろう。

障害があつても障害のない人と同じ環境で生活 (教                              1

育,就 労)す ることが当たり前であるという理念で  4.ど うやってつなげるのか ?

ある。ノーマリゼーションや通常の環境が保障され   幼 児期から成人期に至るまでの系統的 ・継続的支

るためには,個 人の尊重 ・個別化が求められる。  援 を保障するためには,学 校以外の場 (連携協議会

QOLの 保障には個別化,つ まリー人一人のに一時  な ど)で IESPを 策定 した方がいいのではないか。

に応じた支援が必要である。支援とは, ノーマリゼー  系 統性 ・継続性を保障するためには,様 式を統一し,

ションや通常の環境を保障するため必要となる周囲  策 定手続きを明確化 (マニュアルの作成など)す る

のかかわりや関与を示す。また,支 援は支援を必要  こ とが必要である。                   1
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表 6 -斉 授業における個別支援のための国語科指導案の例 (長澤 ,2006)

単元名 :「ちからたろう」

単元の目標     ´
コース 1(カ リキュラムの修正な し):文 章のあらす じを知 り,主 人公の気持ちを読みとる。

コース2:(カ リキュラムの修正小):場 面ごとの主人公の気持ちを知る。

コース3:(カ リキュラムの修正中)主 な登場人物の名前とひらがなの読みを知る。

全 体 的 支 援
コース 2:学 習スケジュール表 (学習の流れと活動を示すスケジュール表),T2

コース3:学 習スケジュール表 (イラス トい り),T2

学 習 活 動 支  援 コ ー ス 1 コ ー ス 2 3 - 7 . 3

1.教 科書の 「ちか

らたろう」を音読す

る

2.主 人公の気持ち

を読み とる

(略)

5,学 習のまとめ

学 習 内 容

学 習 内 容

(略)

学 習 内 容

材

者導

教

指

材

者導

教

指

材

者導

教

指

・教科書を音読する

・Tl

・ノー トに場面 ごと

の主人公の気持 ち

を書 く
。ノー ト
・Tl

(略)

。本日の学習内容を

確認する
。まとめプリント①

・T2

教科書を音読する

ひらがなシー ト

(教科書に重ねる)

Tl

ノー トに主人公の

せ りふを書 く

ノー ト

T2

(略)

本 日の学習内容を

確認す る

まとめプ リン ト②

T2

・教科書から抽出し

た文章を音読する
・「ちからたろう」

抽出文
・T2

・登場人物の名前に

マーカーで印を付

ける
・抽出文,マ ーカー

・T2

(略)

・ひ らがなを書 く

。単語カー ド

・Tl
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発達障害のある子どもの教育を保障する道具
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5.情 報を守 り効果的に活用するためには ?

IESPは 個人情報である。個人情報を保護す るこ

とはい うまで もないが,同 時に 日常的に活用す るこ

とも必要である。個人情報の保護 と利便性の両立 さ

せるためには,全 体的支援にかんす る内容をまとめ

た計画や ITPは 本体 と切 り離 し,常 に使用で きる

ように工夫すべきである。
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